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買取方式による岩手大学中央食堂整備に係る公告 

     

 

次のとおり公募を行います。 

 

令和８年２月１３日 

 

 

                       国立大学法人岩手大学 

学 長  小 川   智 

 

１ 業務概要 

（１）業務名   岩手大学中央食堂整備事業 

（２）事業の目的 本事業は、民間事業者の柔軟な発想による提案を受付け岩手大学

上田団地構内に主に学生の利用のための中央食堂（以下「施設」とい

う。）の整備を行うものである。 

（３）事業の内容 本公募により提案が採用された応募者（以下「事業者」という。）

が、その提案に基づき、岩手大学と売買契約を締結し、施設の設計・

監理、建設を行い、岩手大学はその施設を買い取る。 

（４）施設の引渡し期限 令和１０年６月３０日 

（５）業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は以下のとおり。なお、詳細については

「提案募集要項」及び「資料１ 要求水準書」のとおり。 

       ① 施設の設計・監理業務及びその関連業務 

       ② 施設の建設業務及びその関連業務       

（６）募集提案内容 施設の設計・監理、建設に関して、次の項目について提案を募

集する。なお、詳細については「提案募集要項」のとおり。 

       ① 施設の設計・建設などの計画案 

       ② 設計業務費及び工事費などの金額 

 

２ 応募資格及び評価項目 

（１）応募者の構成等  

応募者は、単独企業（以下「応募企業」という。）又は複数の企業で構成され

るグループ（以下「応募グループ」という。）とする。応募企業は、下記（２）

に示す要件を満たすこととする。応募グループで申し込む場合には、代表企業を

定め、参加表明書の提出時に代表企業名を明記し、必ず代表企業が応募手続を行

うこととする。 

応募グループの代表企業及び応募グループを構成する企業（以下「構成員」と

いう。）においては、（２）１）に示す要件を満たすとともに、分担する業務に

応じて（２）２）の要件を満たすものとする。 

なお、提案書の提出意思表明書提出後にやむを得ない事情がある場合において

は、岩手大学の承諾を得ることを前提として、提案書の提出期限の日前までに追

加及び変更を認めるものとする。 

応募者には、本施設の設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者

が必ず含まれていること。  

 

（２）応募資格  
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１）応募者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。  

①  「岩手大学契約事務取扱規則」（平成１６年４月１日制定）第３条及び第

４条の規定に該当しない者であること。 

②  「会社更生法」（平成１４年１２月１３日法律第１５４号）に基づき更生

手続開始の申立てがなされていない者、「民事再生法」（平成１１年１２月

２２日法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者

であること。 

なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされた者、「民

事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされた者にあっては、手続開

始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認

定を受けている者であること。 

③  提案書の提出意思表明書の提出期限の日から審査結果の通知までの期間

に、文部科学省又は岩手大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の

措置要領について」（平成１８年１月２０日付１７文科施第３４５号文教施

設企画部長通知）に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

④  最近１年間の国税（法人税、消費税及び地方消費税）を滞納していない者

であること。 

⑤ 応募者のいずれかが、他の応募者となっていないこと。また、応募者のい

ずれかと資本面若しくは人事面において関連がないこと。なお、「資本面に

おいて関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える

株式を有し、又は企業の出資総額の100分の50を超える出資をしている者をい

い、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有する役員

を兼ねている者をいう。 

⑥  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準

ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が

継続している者でないこと。 

 

２）応募者の資格等要件 

応募者のうち本施設の設計、建設、工事監理の各業務に当たる者は、それぞ

れ以下の要件を満たすこと。 

なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるもの

とし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要

件のすべてを満たすこと。 

 

 ① 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

ア  文部科学省における令和７・８年度設計・コンサルティング業務に係

る一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法に基づき更生手

続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争入

札参加資格の再認定を受けていること。）であること。 

イ  経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、電子交

換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者

並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。 

ウ  不正又は不誠実な行為がないこと。 

エ  「建築士法」（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規

定に基づく１級建築士事務所の登録を行っていること。 
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オ  平成２２年度以降に下記ａ～ｃに示す当該業務が完了した新営建物の

設計の実績を有すること。 

ａ  建物用途 

教育・研究施設又は公共施設 

      ｂ 構造 

        木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 

ｃ  建物規模 

延べ面積６００㎡以上 

 

②  建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

ア  文部科学省において令和７・８年度の一般競争参加者の資格を有する

こと。なお、同一の工事を複数の企業が施工すること差し支えない。た

だし、この場合においては、共同して工事を施工する全ての構成員が上

記の資格を有することとする。 

イ  提案内容に対応する「建設業法」（昭和２４年５月２４日法律第１０

０号）の許可業種につき許可を有しての営業年数が５年以上ある者であ

ること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確

保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が５年

未満であっても同等として取扱うことができるものとする。 

ウ  平成２２年度以降に元請として、下記ａ～ｃに示す工事を実施し完成

・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有すること（共同企業体の

構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）。

なお、複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべ

てを満たすこと。 

ａ  建物用途 

教育・研究施設又は公共施設 

      ｂ 構造 

        木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 

ｃ  建物規模 

延べ面積６００㎡以上 

 

③  工事監理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

ア  文部科学省における令和７・８年度設計・コンサルティング業務に係

る一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法に基づき更生手

続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争入

札参加資格の再認定を受けていること。）であること。 

イ  経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、電子交

換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者

並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。 

ウ  不正又は不誠実な行為がないこと。 

エ  「建築士法」（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規

定に基づく１級建築士事務所の登録を行っていること。 

オ  平成２２年度以降に下記ａ～ｃに示す当該業務が完了した新営工事の

工事監理の実績を有すること。 

ａ  建物用途 
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教育・研究施設又は公共施設 

      ｂ 構造 

        木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 

ｃ  建物規模 

延べ面積６００㎡以上 

 

（３）提案書により優秀提案を選定するための評価項目 

    Ⅰ 提案内容に関する事項 

        ①配置計画 ②意匠計画 ③諸室の環境 ④省メンテナンス性の追求 

⑤防犯・防災計画 ⑥設備・備品計画  

⑦岩手大学演習林支給原木の利用計画についての提案 

  Ⅱ 事業実施体制に関する事項 

      ①事業実施の考え方 ②地域貢献の考え方 ③組織の安定性  

④リスクへの対応 ⑤ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組 

  Ⅲ 価格に関する事項 

    価格について 

       

３ 手続等 

（１）担当部局 

      〒０２０－８５５０ 岩手県盛岡市上田三丁目１８番８号 

      岩手大学法人運営部施設課施設整備グループ 

      電話番号 ０１９－６２１－６０４２ 

（２）提案募集要項等の交付期間及び場所 

      令和８年２月１３日から令和８年３月１９日まで 

      岩手大学物品調達情報よりダウンロードすること。ダウンロードにより難いも

のは上記３（１）に同じ 

（３）提出意思表明書の提出期限、場所及び方法 

      令和８年３月１９日１７時００分 

      上記３（１）提出すること。ただし、郵送を可とする。 

（４）提案書の提出期限、場所及び方法 

      令和８年５月２９日１７時００分 

   上記３（１）提出すること。ただし、郵送を可とする。  

 

４ その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金  免除。 

（３）虚偽の内容が記載されている提出意向表明書又は提案書は、無効とする。 

（４）手続きにおける交渉の有無  無 

（５）契約書作成の要否  要 

（６）関連情報を入手するための照会窓口  上記３（１）に同じ。 

（７）詳細は「提案募集要項」、「資料１ 要求水準書」、「資料３ 岩手大学中央

食堂整備事業 評価基準」による。 


